
２
０
０
５
年
１
月
か
ら
国
と
Ｊ
Ｔ
（
日

本
た
ば
こ
産
業
㈱
）
を
相
手
に
争
っ
た
裁

判
で
す
が
、
東
京
高
等
裁
判
所
で
こ
れ
ま

で
６
回
の
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
終
盤
に
な
っ

て
い
ま
す
。
裁
判
長
は
主
張
に
す
れ
違
い

が
な
い
よ
う
に
争
点
を
整
理
を
す
る
よ
う

双
方
に
求
め
て
い
ま
す
。

タ
バ
コ
病
に
な
る
可
能
性
を

予
見
で
き
た
の
で
は
な
い
か

※

Ｊ
Ｔ
（
日
本
た
ば
こ
産
業
㈱
）
や
国

は
、
喫
煙
を
継
続
す
れ
ば
ガ
ン
や
肺
気
腫

に
な
る
可
能
性
を
予
見
で
き
た
の
で
は
な

い
か
。

※

そ
の
回
避
義
務
は
Ｊ
Ｔ
や
国
に
は
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

※

タ
バ
コ
に
は
、
ヘ
ロ
イ
ン
・
コ
カ
イ

ン
な
ど
の
薬
物
の
よ
う
に
止
め
に
く
い
依

存
性
が
あ
る
の
か
。

な
ど
こ
れ
ま
で
の
主
張
を
整
理
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
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裁

判
の
争

点

は
な
に
か
の
整

理

！

高

等

裁

判

所

で

の

裁

判

も

大

詰

め

10

月

12

日
（
水
）
２
時

東
京
高
等
裁
判
所

８
２
２
号
法
廷

傍
聴
券
の
抽
選
等
が
あ
り
ま
す
の
で
、
１
時
30
分
に
裁
判

所
前
に
集
合
下
さ
い
。

地
下
鉄
東
京
メ
ト
ロ
丸
ノ
内
線
・
日
比
谷
線
・
千
代
田
線

「
霞
ヶ
関
駅
」
Ａ
１
出
口
か
ら
徒
歩
１
分

次

回

裁

判

タ
バ
コ
病
を
な
く
す

横
浜
裁
判
と
は

喫
煙
に
よ
っ
て
肺
癌
・
肺
気
腫
な
ど
「
タ

バ
コ
病
」
に
な
っ
た
水
野
、
森
下
、
高
橋
の

三
人
の
原
告
が
、
二
〇
〇
五
年
一
月
十
九
日
、

タ
バ
コ
病
の
な
い
社
会
を
め
ざ
し
て
、
国
と

日
本
た
ば
こ
産
業
（
株
）
を
訴
え
る
裁
判
を

起
こ
し
ま
し
た
（
森
下
原
告
は
亡
く
な
っ
た

た
め
、
夫
人
の
玲
子
さ
ん
が
ひ
き
つ
い
で
原

告
に
）

。

請
求
内
容
は
、
①
原
告
一
人
一
千
万
円
の

損
害
賠
償
（
被
告
の
責
任
を
明
か
に
す
る
た

め
に
）
②
自
動
販
売
機
の
設
置
規
制
③
外
装

の
警
告
表
示
の
強
化

で
す
。

横
浜
地
裁
は
、
昨
年
一
月
二
十
日
、
タ
バ

コ
の
有
害
性
も
依
存
性
も
認
定
し
な
が
ら
、

原
告
が
喫
煙
し
て
い
た
当
時
（
１
９
４
７
年

～
１
９
９
３
年
）
に
限
る
と
被
告
の
行
為
は

違
法
で
は
な
い
と
の
判
決
を
下
し
た
た
め
、

東
京
高
裁
に
控
訴
し
て
い
ま
す
。

カンパに
ご協力を！

○郵便振替口座
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○口座名義

たばこ病をなくす横浜裁判原告団

(振込手数料120円）

東 京

高 裁

日本のタバコの表示

イ
ギ
リ
ス
で
販
売

ア
メ
リ
カ
（
販
売
予
定
）

２
０
１
２
年
９
月
よ
り

タバコの警告表示

オ
ラ
ン
ダ
で
販
売

タバコの煙のない飲食店 横浜関内ＭＡＰ

問合せ：（公）受動喫煙撲滅機構 電話045-228-8523

喫煙



東京高裁第６回口頭弁論(７月２７日)

原告3人が病気を押してそろって出廷！
被告(日本たばこ)が準備書面を提出

「争点整理」・「時系列表」の作成の方法を8月に協議

第６回口頭弁論は、７月２７日の午前11時30分から東京高裁822号室にて行われました。

裁判に先立って、10時30分から高等裁判所の前で集会を行い、原告の水野さん・森
下さん・高橋さん3人揃って参加しました。高橋さんは杖をつき、水野さんは車椅子
です。病気をおして参加するその姿に、この裁判にかける原告の思いをあらためて感
じさせられました。

裁判の冒頭、福田剛久裁判長から、「争点整理｣と
「時系列表の作成｣がこのままでは時間がかかってし
まうので、裁判所が中に入り交通整理をしたい、つい
ては双方の実務責任者が集まり進行協議を行いたいと
の話があり、8月5日に行うことになりました。被告の
国と日本たばこ産業（株）が準備書面を提出しました
が、口頭での陳述をしなかったので、次回の裁判は10
月12日（水）午後2時を確認して終了しました。

（２）２０１１．９．１６ たばこ病をなくす応援団ニュース NO．３５

新しい裁判長のもとで、原告と被告の「論争整理」、たばこの有害性の研究や規制の動きに日

本たばこと国がどう対応してきたかの「時系列表の作成」などの作業が進んでいます。予断は許

されませんが、原告が喫煙していた1947年～1993年でも、このままタバコの製造販売を続ければ、

不特定多数の者が肺がんや肺気腫になりいずれは死亡するとＪＴが認識することができたことを

明らかにする可能性が広がっています。しかしそれを現実にするには、法廷での一層の追求と

「日本たばこと国の違法性を明らかにせよ｣という多くの市民の声の高まりが必要です。タバコ

病のない社会実現への大きなステップになる判決を勝ち取るため、もうひとまわりもふたまわり

も、たばこ裁判への関心と支持を広げていきましょう。

裁 判 終 了 後 に 報 告 集 会

裁判終了後、東京弁護士会館会議室で報告集会が行わ

れました。

片山弁護士から「国と日本たばこ産業（株）が出し

た準備書面は、一審で主張していた内容とほぼ同じだ。

次回は、岡本弁護士が、厚生労働省通達などを根拠に

タバコは薬事法の適用対象であるとの論点で口頭弁論

を行う予定である」旨、話がありました。

８月５日高裁で、裁判所・原告代理人・被告代理人で進行整理について協議し、ＪＴ作成

の表に原告の主張をはめ込むことになりました（既に提出済み）。又、９月９日にも協議を

行い、次回期日前までに早期に争点をかみ合わせて主張が食い違わないようにすることで一

致、10月12日の裁判終了後も協議することになりました。

報告集会（弁護士会館）

8月5日と9月9日に進行協議を行う

高裁で、タバコ病のない社会への大きなステップになる判決を！

高 裁 前 で の 集 会
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